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本号で公布された条例のあらま本号で公布された条例のあらましし

◎ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（条例第１号）

１ 改正の理由及び主な内容

人事委員会勧告等を踏まえ、平成27年の公民較差に基づく職員の給与改定等を行うため、所要の改正を行うこととしました

。

２ 施行期日等

この条例は、一部の規定を除き、公布の日から施行し、平成27年４月１日から適用することとしました。

条条 例例

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成28年３月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第１号

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（初任給調整手当）

第５条の２ 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当

該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第１号及び第２号に

掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第３号に

掲げる職に係るものにあっては採用の日から15年以内、第４号に

掲げる職に係るものにあっては採用の日から５年以内の期間、採

用の日（第１号から第３号までに掲げる職に係るものにあっては

、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）から１年を

経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する

。

（１） 医療職給料表（一）の適用を受ける職員の職のうち採用によ

り欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で

定めるもの 月額41万 3，300円

（２） 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用

による欠員の補充が困難であると認められる職（前号に掲げる

職を除く。）で人事委員会規則で定めるもの 月額５万 500円

（３）・（４） ［略］

（初任給調整手当）

第５条の２ 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当

該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第１号及び第２号に

掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第３号に

掲げる職に係るものにあっては採用の日から15年以内、第４号に

掲げる職に係るものにあっては採用の日から５年以内の期間、採

用の日（第１号から第３号までに掲げる職に係るものにあっては

、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）から１年を

経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する

。

（１） 医療職給料表（一）の適用を受ける職員の職のうち採用によ

り欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で

定めるもの 月額41万 2，200円

（２） 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用

による欠員の補充が困難であると認められる職（前号に掲げる

職を除く。）で人事委員会規則で定めるもの 月額５万 300円

（３）・（４） ［略］
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２・３ ［略］

（期末手当）

第８条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条から第８

条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞ

れ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員

会規則で定める日（次条及び第８条の３においてこれらの日を「

支給日」という。）に支給する。これらの基準日前１箇月以内に

退職し、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規

定により失職し、又は死亡した職員（第９条の２第６項の規定の

適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。）に

ついても、同様とする。

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合にお

いては 100分の 122．5、12月に支給する場合においては 100分の

137．5を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受ける職員でその

職務の級が７級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用

を受ける職員（第３条第５項に規定する職員を除く。）でその職

務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの

職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第８条の４に

おいて「特定管理職員」という。）にあっては６月に支給する場

合においては 100分の 102．5、12月に支給する場合においては 1

00分の 117．5を乗じて得た額、第３条第５項に規定する職員にあ

っては６月に支給する場合においては 100分の62．5、12月に支給

する場合においては 100分の77．5を乗じて得た額）に、基準日以

前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

（１）～（４） ［略］

３ ［略］

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し

、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若し

くは失職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給

料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合

計額とする。

５・６ ［略］

（勤勉手当）

第８条の４ 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条にお

いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員

に対し、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績

に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める

日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、若しくは

法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により失職し、

又は死亡した職員（人事委員会規則で定める職員を除く。）につ

いても、同様とする。

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規

則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該

各号に掲げる額を超えてはならない。

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員

の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し

、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受け

２・３ ［略］

（期末手当）

第８条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条から第８

条の３まで及び附則第13項第６号においてこれらの日を「基準日

」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日

の属する月の人事委員会規則で定める日（次条及び第８条の３に

おいてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。これらの

基準日前１箇月以内に退職し、若しくは法第16条第１号に該当し

て法第28条第４項の規定により失職し、又は死亡した職員（第９

条の２第６項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定

める職員を除く。）についても、同様とする。

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合にお

いては 100分の 122．5、12月に支給する場合においては 100分の

137．5を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受ける職員でその

職務の級が７級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用

を受ける職員（第３条第５項に規定する職員を除く。）でその職

務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの

職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第８条の４及

び附則第16項において「特定管理職員」という。）にあっては６

月に支給する場合においては 100分の 102．5、12月に支給する場

合においては 100分の 117．5を乗じて得た額、第３条第５項に規

定する職員にあっては６月に支給する場合においては 100分の62

．5、12月に支給する場合においては 100分の77．5を乗じて得た額

）に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。

（１）～（４） ［略］

３ ［略］

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し

、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若し

くは失職し、又は死亡した日現在。附則第13項第６号において同

じ。）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びに

これらに対する地域手当の月額の合計額とする。

５・６ ［略］

（勤勉手当）

第８条の４ 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条及び

附則第13項第７号においてこれらの日を「基準日」という。）に

それぞれ在職する職員に対し、基準日以前６箇月以内の期間にお

けるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人

事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以

内に退職し、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項

の規定により失職し、又は死亡した職員（人事委員会規則で定め

る職員を除く。）についても、同様とする。

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規

則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該

各号に掲げる額を超えてはならない。

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員

の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し

、又は死亡した日現在。次項及び附則第13項第７号において



宮 崎 県 公 報 平成 28年 ３ 月 14日（月曜日） 号外 第 ４ 号

害 3害

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に、６月に支給する場合においては 100分

の75（特定管理職員にあっては、 100分の95）、12月に支給

する場合においては 100分の85（特定管理職員にあっては、

100分の 105）を乗じて得た額の総額

イ 第３条第５項に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に、６月に支給する場合においては 100分の85、12月に支給

する場合においては 100分の90を乗じて得た額の総額

（２） 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

、６月に支給する場合においては 100分の35（特定管理職員

にあっては、 100分の45）、12月に支給する場合においては

100分の40（特定管理職員にあっては、 100分の50）を乗じ

て得た額の総額

イ ［略］

３～５ ［略］

附 則

同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額を加算した額に 100分の75（特定

管理職員にあっては、 100分の95）を乗じて得た額の総額

イ 第３条第５項に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に 100分の85を乗じて得た額の総額

（２） 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

100分の35（特定管理職員にあっては、 100分の45）を乗じ

て得た額の総額

イ ［略］

３～５ ［略］

附 則

13 当分の間、職員（次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受

ける職員（第３条第５項に規定する職員及び再任用職員を除く。

）のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級

以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号

給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」

という。）に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特

定職員が55歳に達した日後における最初の４月１日（特定職員以

外の者が55歳に達した日後における最初の４月１日後に特定職員

となった場合にあっては、特定職員となった日）以後、次の各号

に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する

額を減ずる。

（１） 給料月額 当該特定職員の給料月額に 100分の１を乗じて

得た額（当該特定職員の給料月額に 100分の99を乗じて得た額

が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料

月額に達しない場合（以下この項、附則第15項及び第16項にお

いて「最低号給に達しない場合」という。）にあっては、当該

特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級におけ

る最低の号給の給料月額を減じた額（以下この項及び附則第15

項において「給料月額減額基礎額」という。））

（２） 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月

額に 100分の１を乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあ

っては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額）

（３） 定時制通信教育手当 当該特定職員の定時制通信教育手当

の月額に 100分の１を乗じて得た額（最低号給に達しない場合

にあっては、給料月額減額基礎額に第６条の３第１項に規定す

る割合を乗じて得た額）

（４） 産業教育手当 当該特定職員の産業教育手当の月額に 100

分の１を乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあっては、

給料月額減額基礎額に第６条の４第１項に規定する割合を乗じ

て得た額）

（５） 農林漁業普及指導手当 当該特定職員の農林漁業普及指導

手当の月額に 100分の１を乗じて得た額（最低号給に達しない

場合にあっては、給料月額減額基礎額に第６条の５第２項に規

定する割合を乗じて得た額）

（６） 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員

が受けるべき給料月額及び給料月額に対する地域手当の月額の
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合計額（第８条第５項の規定の適用を受ける職員にあっては、

当該合計額に、当該合計額に同項に規定する 100分の20を超え

ない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額（同

項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にあ

る職員（以下この号において「管理監督職員」という。）にあ

っては、その額に、給料月額に同項に規定する 100分の25を超

えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を

加算した額）を加算した額）に、当該特定職員に支給される期

末手当に係る同条第２項各号列記以外の部分に規定する割合を

乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同

項各号に定める割合を乗じて得た額に、 100分の１を乗じて得

た額（最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準

日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額

及び給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額の合計額（同

条第５項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に

、当該合計額に同項に規定する 100分の20を超えない範囲内で

人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額（管理監督職員に

あっては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する 1

00分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗

じて得た額を加算した額）を加算した額）に、当該特定職員に

支給される期末手当に係る同条第２項各号列記以外の部分に規

定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末

手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額）

（７） 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員

が受けるべき給料月額及び給料月額に対する地域手当の月額の

合計額（第８条の４第４項において準用する第８条第５項の規

定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額

に同項に規定する 100分の20を超えない範囲内で人事委員会規

則で定める割合を乗じて得た額（同項に規定する人事委員会規

則で定める管理又は監督の地位にある職員（以下この号におい

て「管理監督職員」という。）にあっては、その額に、給料月

額に同項に規定する 100分の25を超えない範囲内で人事委員会

規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額）を加算した額

。附則第16項において「勤勉手当減額対象額」という。）に、

当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第８条の４第２項前

段に規定する割合を乗じて得た額に 100分の１を乗じて得た額

（最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現

在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及び

給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額の合計額（同条第

４項において準用する第８条第５項の規定の適用を受ける職員

にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する 100

分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じ

て得た額（管理監督職員にあっては、その額に、給料月額減額

基礎額に同項に規定する 100分の25を超えない範囲内で人事委

員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額）を加算し

た額。附則第16項において「勤勉手当減額基礎額」という。）

に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第８条の４第２

項前段に規定する割合を乗じて得た額）

（８） 第９条の２第１項から第４項まで又は第６項の規定により

支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の

区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 第９条の２第１項 前各号に定める額

イ 第９条の２第２項又は第３項 第１号、第２号及び第６号

に定める額に 100分の80を乗じて得た額
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13～16 ［略］

ウ 第９条の２第４項 第１号及び第２号に定める額に、同項

の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗

じて得た額

エ 第９条の２第６項 第６号に定める額に 100分の80を乗じ

て得た額

14 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外

の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その

他同項の規定の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定め

る。

15 附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員につ

いての第６条の７から第６条の９まで及び第８条の９に規定する

勤務１時間当たりの給与額は、第８条の８の規定にかかわらず、

同条の規定により算出した給与額から、給料月額及び人事委員会

規則で定める額の合計額に12を乗じ、その額を１週間当たりの勤

務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じ

たもので除して得た額に 100分の１を乗じて得た額（最低号給に

達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及び人事委員会規

則で定める額の合計額に12を乗じ、その額を１週間当たりの勤務

時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じた

もので除して得た額）に相当する額を減じた額とする。

16 附則第13項の規定が適用される間、第８条の４第２項第１号ア

に定める額は、同号アの規定にかかわらず、同号アの規定により

算出した額から、同号アに掲げる職員で附則第13項の規定により

給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に 100分

の0．75（特定管理職員にあっては、 100分の0．95）を乗じて得た

額（最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に

100分の75（特定管理職員にあっては、 100分の95）を乗じて得

た額）の総額に相当する額を減じた額とする。

17～20 ［略］

職務の級給料表

６級行政職給料表

７級公安職給料表

４級教育職給料表（一）

４級教育職給料表（二）

５級研究職給料表

６級医療職給料表（二）

６級医療職給料表（三）

別表第１から別表第５までを次のように改める。
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第２条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（目的）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号。以下

「法」という。）第24条第５項の規定に基づき、職員の給与に関

し、必要な事項を規定することを目的とする。

（給料）

第３条 ［略］

２ ［略］

３ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給

料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準とな

るべき職務の内容は、別表第６から別表第10までに定めるとおり

とする。この場合において、別表第６から別表第10までに掲げる

基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は

、それぞれの職務の級に分類して人事委員会規則で定めるものと

する。

４ 任命権者は、全ての職員の職務の級を前項及び人事委員会規則

で定める基準に従い決定し、給料表により職員に給料を支給しな

ければならない。

５～７ ［略］

第８条の３ ［略］

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下

「一時差止処分」という。）を受けた者は、行政不服審査法（平

成26年法律第68号）第18条第１項本文に規定する期間（当該一時

差止処分を受けた者が職員の場合にあっては法第49条の３に規定

する期間）が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情

の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消し

を申し立てることができる。

３～６ ［略］

（勤勉手当）

第８条の４ ［略］

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規

則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該

各号に掲げる額を超えてはならない。

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員

の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し

、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受け

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に 100分の80（特定管理職員にあっては、

100分の 100）を乗じて得た額の総額

イ 第３条第５項に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に 100分の87．5を乗じて得た額の総額

（２） 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

（目的）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号。以下

「法」という。）第24条第６項の規定に基き、職員の給与に関し

、必要な事項を規定することを目的とする。

（給料）

第３条 ［略］

２ ［略］

３ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給

料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準とな

るべき標準的な職務の内容は、人事委員会規則で定める。

４ 任命権者は、すべての職員の職務の級を人事委員会規則で定め

る基準に従い決定し、給料表により職員に給料を支給しなければ

ならない。

５～７ ［略］

第８条の３ ［略］

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下

「一時差止処分」という。）を受けた者は、行政不服審査法（昭

和37年法律第 160号）第14条又は第45条に規定する期間（当該一

時差止処分を受けた者が職員の場合にあっては法第49条の３に規

定する期間）が経過した後においては、当該一時差止処分後の事

情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消

しを申し立てることができる。

３～６ ［略］

（勤勉手当）

第８条の４ ［略］

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規

則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該

各号に掲げる額を超えてはならない。

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員

の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し

、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受け

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に、６月に支給する場合においては 100分

の75（特定管理職員にあっては、 100分の95）、12月に支給

する場合においては 100分の85（特定管理職員にあっては、

100分の 105）を乗じて得た額の総額

イ 第３条第５項に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に、６月に支給する場合においては 100分の85、12月に支給

する場合においては 100分の90を乗じて得た額の総額

（２） 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に
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100分の37．5（特定管理職員にあっては、 100分の47．5）を

乗じて得た額の総額

イ ［略］

３～５ ［略］

（義務教育等教員特別手当）

第８条の６ 中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に

勤務する教育職員には、市町村立の小学校、中学校又は義務教育

学校に勤務する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内にお

いて、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特

別手当を支給する。

２・３ ［略］

別表第６ 行政職給料表級別基準職務表（第３条関係）

備考

１ この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法（

、６月に支給する場合においては 100分の35（特定管理職員

にあっては、 100分の45）、12月に支給する場合においては

100分の40（特定管理職員にあっては、 100分の50）を乗じ

て得た額の総額

イ ［略］

３～５ ［略］

（義務教育等教員特別手当）

第８条の６ 中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に

勤務する教育職員には、市町村立の小学校又は中学校に勤務する

教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員

会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給す

る。

２・３ ［略］

基準となる職務職務の級

主事又は技師の職務１級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事

又は技師の職務

２級

１ 主査の職務

２ 主任主事又は主任技師の職務

３級

１ 出先機関の課長の職務

２ 主幹の職務

３ 副主幹の職務

４ 困難な業務を行う主査の職務

４級

１ 本庁の課長補佐の職務

２ 委員会等の事務局の課長補佐の職務

３ 困難な業務を行う出先機関の課長の職務

４ 困難な業務を行う主幹の職務

５級

１ 本庁の課長又は室長の職務

２ 委員会等の事務局の課長の職務

３ 出先機関の長又は次長の職務

６級

１ 本庁の次長又は局長の職務

２ 困難な業務を行う本庁の課長又は室長の職務

３ 委員会等の事務局の長の職務

４ 委員会等の事務局の次長の職務

５ 困難な業務を行う委員会等の事務局の課長の

職務

６ 困難な業務を行う出先機関の長又は次長の職

務

７級

１ 本庁の部長又は会計管理者の職務

２ 困難な業務を行う本庁の次長又は局長の職務

３ 困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職

務

４ 困難な業務を行う委員会等の事務局の次長の

職務

５ 特に困難な業務を行う出先機関の長の職務

８級

１ 困難な業務を行う本庁の部長又は会計管理者

の職務

２ 特に困難な業務を行う委員会等の事務局の長

の職務

３ 特に重要かつ困難な業務を行う出先機関の長

の職務

９級
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昭和22年法律第67号）第 138条第１項の規定により議会に置

かれる事務局並びに同法第 180条の５第１項第１号の規定に

より置かれる教育委員会、同項第３号の規定により置かれる

人事委員会、同項第４号の規定により置かれる監査委員及び

同条第２項第２号の規定により置かれる労働委員会の事務局

をいう。

２ この表において「会計管理者」とは、地方自治法第 168条

第１項の規定により置かれる会計管理者をいう。

別表第７ 公安職給料表級別基準職務表（第３条関係）

別表第８ 教育職給料表級別基準職務表（第３条関係）

ア 教育職給料表（一）級別基準職務表

イ 教育職給料表（二）級別基準職務表

基準となる職務職務の級

巡査の職務１級

１ 警察本部又は警察署の主任の職務

２ 巡査長の職務

３ 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う

巡査の職務

２級

１ 係長の職務

２ 困難な業務を行う警察本部又は警察署の主任

の職務

３ 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う

巡査長の職務

３級

１ 警察本部の課長補佐の職務

２ 警察署の課長の職務

３ 困難な業務を行う係長の職務

４ 特に困難な業務を行う警察本部又は警察署の

主任の職務

４級

１ 困難な業務を行う警察本部の課長補佐の職務

２ 困難な業務を行う警察署の課長の職務

３ 特に困難な業務を行う係長の職務

５級

１ 警察本部の課長の職務

２ 特に困難な業務を行う警察本部の課長補佐の

職務

３ 特に困難な業務を行う警察署の課長の職務

６級

１ 警察本部の参事官の職務

２ 困難な業務を行う警察本部の課長の職務

３ 警察署の長の職務

７級

１ 警察本部の部長の職務

２ 困難な業務を行う警察本部の参事官の職務

３ 特に困難な業務を行う警察本部の課長の職務

４ 困難な業務を行う警察署の長の職務

８級

１ 困難な業務を行う警察本部の部長の職務

２ 特に困難な業務を行う警察本部の参事官の職

務

３ 特に困難な業務を行う警察署の長の職務

９級

基準となる職務職務の級

１ 助教の職務

２ 助手の職務

１級

講師の職務２級

准教授の職務３級

学長又は教授の職務４級

基準となる職務職務の級

講師、助教諭、養護助教諭、実習助手又は寄宿舎１級
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別表第９ 研究職給料表級別基準職務表（第３条関係）

別表第10 医療職給料表級別基準職務表（第３条関係）

ア 医療職給料表（一）級別基準職務表

イ 医療職給料表（二）級別基準職務表

指導員の職務

教諭、養護教諭、栄養教諭又は実習教師の職務２級

主幹教諭又は指導教諭の職務特２級

副校長又は教頭の職務３級

校長の職務４級

基準となる職務職務の級

技師の職務１級

主任技師の職務２級

１ 試験研究機関の部長、室長又は支場長の職務

２ 副部長の職務

３ 主任研究員の職務

３級

特に高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる

研究の総括、調整を行う試験研究機関の部長、室

長又は支場長の職務

４級

極めて高度の知識経験に基づき広範囲にわたる研

究の総括、調整を行う試験研究機関の部長、室長

又は支場長の職務

５級

基準となる職務職務の級

技師の職務１級

１ 出先機関の課長の職務

２ 主幹の職務

３ 主査の職務

４ 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う技

師の職務

２級

１ 出先機関の長の職務

２ 困難な業務を行う出先機関の課長の職務

３ 困難な業務を行う主幹の職務

３級

困難な業務を行う出先機関の長の職務４級

基準となる職務職務の級

栄養士、管理栄養士、臨床検査技師、衛生検査技

師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学

療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、

歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧

師、はり師、きゅう師又は柔道整復師（以下「栄

養士等」という。）である技師の職務

１級

１ 薬剤師又は獣医師である技師の職務

２ 困難な業務を行う栄養士等である技師の職務

２級

１ 主査の職務

２ 主任技師の職務

３ 困難な業務を行う薬剤師又は獣医師である技

師の職務

４ 特に困難な業務を行う栄養士等である技師の

職務

３級

１ 副主幹の職務

２ 困難な業務を行う主査の職務

３ 困難な業務を行う主任技師の職務

４級

１ 出先機関の課長の職務

２ 主幹の職務

３ 困難な業務を行う副主幹の職務

４ 特に困難な業務を行う主査の職務

５級
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ウ 医療職給料表（三）級別基準職務表

１ 出先機関の長又は次長の職務

２ 困難な業務を行う出先機関の課長の職務

６級

困難な業務を行う出先機関の長又は次長の職務７級

基準となる職務職務の級

准看護師である技師の職務１級

１ 保健師、助産師又は看護師である技師の職務

２ 困難な業務を行う准看護師である技師の職務

２級

１ 副看護師長の職務

２ 主査又は主任保健師の職務

３ 主任技師の職務

４ 困難な業務を行う保健師、助産師又は看護師

である技師の職務

３級

１ 看護師長又は副主幹の職務

２ 困難な業務を行う副看護師長の職務

３ 困難な業務を行う主査又は主任保健師の職務

４ 困難な業務を行う主任技師の職務

４級

１ 出先機関の課長の職務

２ 総看護師長又は主幹の職務

３ 困難な業務を行う看護師長又は副主幹の職務

４ 特に困難な業務を行う副看護師長の職務

５級

１ 出先機関の次長の職務

２ 困難な業務を行う出先機関の課長の職務

３ 困難な業務を行う総看護師長又は主幹の職務

６級

（職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正）

第３条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和28年宮崎県条例第43号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

附 則附 則

（職員の給与に関する条例附則第13項の規定により給与が減ぜら

れて支給される職員に関する読替え）

４ 職員の給与に関する条例附則第13項の規定により給与が減ぜら

れて支給される職員に対する第８条の２第３項の規定の適用につ

いては、同項中「第８条の８」とあるのは、「附則第15項」とす

る。

第４条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（目的）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第24

条第５項及び警察法（昭和29年法律第 162号）第56条第２項の規

定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を

規定することを目的とする。

（目的）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第24

条第６項及び警察法（昭和29年法律第 162号）第56条第２項の規

定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を

規定することを目的とする。

（職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第５条 職員の退職手当に関する条例（昭和28年宮崎県条例第44号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（退職手当の支払の差止め）

第13条 ［略］

２・３ ［略］

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める

処分（以下「支払差止処分」という。）を受けた者は、行政不服

審査法（平成26年法律第68号）第18条第１項本文に規定する期間

（退職手当の支払の差止め）

第13条 ［略］

２・３ ［略］

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める

処分（以下「支払差止処分」という。）を受けた者は、行政不服

審査法（昭和37年法律第 160号）第14条第１項又は第45条に規定
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が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理

由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その

取消しを申し立てることができる。

５～10 ［略］

する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の

変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対

し、その取消しを申し立てることができる。

５～10 ［略］

（職員の旅費に関する条例の一部改正）

第６条 職員の旅費に関する条例（昭和29年宮崎県条例第42号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（この条例の目的）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号。以下

「法」という。）第24条第５項の規定に基づき、公務のため旅行

する職員（地方警察職員及び県立学校職員（大学職員を除く。）

を除く。）に対し支給する旅費に関し、必要な事項を規定するこ

とを目的とする。

（この条例の目的）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年12月法律第 261号。

以下法という。）第24条第６項の規定に基き、公務のため旅行す

る職員（地方警察職員及び県立学校職員（大学職員を除く。）を

除く。）に対し支給する旅費に関し、必要な事項を規定すること

を目的とする。

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第７条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（給与に関する特例）

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（

以下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する

。

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識

経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の

度に応じて決定するものとし、その決定の基準は次の各号に定め

るとおりとする。

（１） 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用

して業務に従事する場合 １号給

（２） 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用

して困難な業務に従事する場合 ２号給

（３） 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用

して特に困難な業務に従事する場合 ３号給

（４） 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を

活用して特に困難な業務に従事する場合 ４号給

（５） 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を

活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 ５号給

（６） 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者

がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従

事する場合 ６号給

（７） 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者

がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なもの

に従事する場合 ７号給

３～６ ［略］

（給与条例の適用除外等）

第８条 ［略］

２ 特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２

（給与に関する特例）

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（

以下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する

。

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務

に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

３～６ ［略］

（給与条例の適用除外等）

第８条 ［略］

２ 特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２

給料月額号給

371，000円１

419，000円２

471，000円３

532，000円４

607，000円５

709，000円６

829，000円７

給料月額号給

370，000円１

418，000円２

470，000円３

531，000円４

606，000円５

708，000円６

828，000円７
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第１項、第８条第２項及び第８条の11第２項の規定並びに市町村

立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、

職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職

員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１

号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の

適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当

する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７

条の２第１項中「又は第５条第１項の規定に基づく人事委員会規

則で指定する職を占める職員」とあるのは「、第５条第１項の規

定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付

職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

」と、職員給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とあるの

は「 100分の 155」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100分

の 160」と、職員給与条例第８条の11第２項中「第５条第１項の

規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とある

のは「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職

を占める職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員」と、市町村立学校職員給与条例第５条

の２第１項中「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規則

で指定する職を占める職員」とあるのは「第３条の３第１項の規

定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員及び一般職

の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１号

）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」とす

る。

第１項、第８条第２項及び第８条の11第２項の規定並びに市町村

立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、

職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職

員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１

号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の

適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当

する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７

条の２第１項中「又は第５条第１項の規定に基づく人事委員会規

則で指定する職を占める職員」とあるのは「、第５条第１項の規

定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付

職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

」と、職員給与条例第８条第２項中「、６月に支給する場合にお

いては 100分の 122．5、12月に支給する場合においては 100分の

137．5」とあるのは「 100分の 155」と、職員給与条例第８条の

11第２項中「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定

する職を占める職員」とあるのは「第５条第１項の規定に基づく

人事委員会規則で指定する職を占める職員及び任期付職員条例第

２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、市町

村立学校職員給与条例第５条の２第１項中「第３条の３第１項の

規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とある

のは「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定す

る職を占める職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成15年宮崎県条例第１号）第２条第１項の規定により任期を

定めて採用された職員」とする。

第８条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に

関する法律（平成14年法律第48号。以下「法」という。）第３条

第１項及び第２項、第４条、第５条、第６条第２項並びに第７条

第１項及び第２項並びに地方公務員法（昭和25年法律第 261号）

第24条第５項の規定に基づき、職員（市町村立学校職員給与負担

法（昭和23年法律第 135号）第１条に規定する職員を含む。以下

同じ。）の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の

給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

（給与条例の適用除外等）

第８条 ［略］

２ 特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２

第１項、第８条第２項及び第８条の11第２項の規定並びに市町村

立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、

職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職

員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１

号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の

適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当

する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７

条の２第１項中「又は第５条第１項の規定に基づく人事委員会規

則で指定する職を占める職員」とあるのは「、第５条第１項の規

定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付

職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

」と、職員給与条例第８条第２項中「、６月に支給する場合にお

いては 100分の 122．5、12月に支給する場合においては 100分の

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に

関する法律（平成14年法律第48号。以下「法」という。）第３条

第１項及び第２項、第４条、第５条、第６条第２項並びに第７条

第１項及び第２項並びに地方公務員法（昭和25年法律第 261号）

第24条第６項の規定に基づき、職員（市町村立学校職員給与負担

法（昭和23年法律第 135号）第１条に規定する職員を含む。以下

同じ。）の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の

給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

（給与条例の適用除外等）

第８条 ［略］

２ 特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２

第１項、第８条第２項及び第８条の11第２項の規定並びに市町村

立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、

職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職

員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１

号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の

適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当

する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７

条の２第１項中「又は第５条第１項の規定に基づく人事委員会規

則で指定する職を占める職員」とあるのは「、第５条第１項の規

定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付

職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

」と、職員給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とあるの

は「 100分の 155」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100分
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137．5」とあるのは「 100分の 157．5」と、職員給与条例第８条

の11第２項中「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指

定する職を占める職員」とあるのは「第５条第１項の規定に基づ

く人事委員会規則で指定する職を占める職員及び任期付職員条例

第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、市

町村立学校職員給与条例第５条の２第１項中「第３条の３第１項

の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあ

るのは「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定

する職を占める職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成15年宮崎県条例第１号）第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員」とする。

の 160」と、職員給与条例第８条の11第２項中「第５条第１項の

規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とある

のは「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職

を占める職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員」と、市町村立学校職員給与条例第５条

の２第１項中「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規則

で指定する職を占める職員」とあるのは「第３条の３第１項の規

定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員及び一般職

の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１号

）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」とす

る。

（宮崎県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）

第９条 宮崎県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年宮崎県条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（任命権者の報告事項）

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者

が報告しなければならない事項は、職員（臨時的に任用された職

員及び非常勤職員（地方公務員法第28条の５第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員を除く。）を除く。以下同じ。）に係

る次に掲げる事項とする。

（１） ［略］

（２） 職員の人事評価の状況

（３）～（７） ［略］

（８） 職員の退職管理の状況

（９） 職員の研修の状況

（10）・（11） ［略］

（人事委員会の報告事項）

第５条 人事委員会が前条の規定により報告しなければならない事

項は、次に掲げる事項とする。

（１）～（３） ［略］

（４） 不利益処分に関する審査請求の状況

（任命権者の報告事項）

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者

が報告しなければならない事項は、職員（臨時的に任用された職

員及び非常勤職員（地方公務員法第28条の５第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員を除く。）を除く。以下同じ。）に係

る次に掲げる事項とする。

（１） ［略］

（２）～（６） ［略］

（７） 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（８）・（９） ［略］

（人事委員会の報告事項）

第５条 人事委員会が前条の規定により報告しなければならない事

項は、次に掲げる事項とする。

（１）～（３） ［略］

（４） 不利益処分に関する不服申立ての状況

（職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第10条 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例（平成17年宮崎県条例第76号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

第７条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職

員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月

額（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成21年

宮崎県条例第47号。附則別表第４において「平成21年改正条例」

という。）の施行の日において同表の左欄に掲げる職員にあって

は、当該給料月額に、同欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とし、その額に１円未満

の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。）に達しない

こととなるもの（人事委員会規則で定める職員を除く。）には、

平成33年３月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当す

る額から附則別表第５の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に掲げる額を減じた額（零を上回るものに限る。）

を給料として支給する。

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

第７条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職

員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月

額（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成21年

宮崎県条例第47号。附則別表第４において「平成21年改正条例」

という。）の施行の日において同表の左欄に掲げる職員である者

にあっては、当該給料月額に、同欄に掲げる職員の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とし、その額に

１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。）に

達しないこととなるもの（人事委員会規則で定める職員を除く。

）には、平成33年３月31日までの間、給料月額のほか、その差額

に相当する額（職員給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜ

られて支給される職員にあっては、当該額に 100分の99を乗じて

得た額）から附則別表第５の左欄に掲げる期間の区分に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる額を減じた額（零を上回るものに限る

。）を給料として支給する。
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２ 前項の規定は、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受け

る職員（同項の規定の適用を受ける職員を除く。）で、同項の規

定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められ

るものについて準用する。この場合において、同項中「同日にお

いて受けていた給料月額」とあるのは「人事委員会規則で定める

額」と、「平成33年３月31日までの間」とあるのは「平成33年３

月31日までの間（医療職給料表（三）の適用を受ける職員で平成23

年４月１日にその者の属する職務の級が４級に降格した者のうち

人事委員会規則で定めるもの（以下「平成23年度格付職員」とい

う。）にあっては、人事委員会規則で定める期間）」と、「（零

を上回るものに限る。）を給料として支給する。」とあるのは「

（零を上回るものに限る。）（以下「減額後の差額相当額」とい

う。）を給料として支給する。この場合において、平成23年度格

付職員に係る平成33年４月１日以降の減額後の差額相当額は、そ

の者が当該降格をした日の前日に属した職務の級及び受けていた

号給に対応する人事委員会で定める給料月額とその者の受ける給

料月額との差額（零を上回るものに限る。）とする。」と読み替

えるものとする。

３～５ ［略］

２ 前項の規定は、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受け

る職員（同日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員を除

く。）で、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必

要があると認められるものについて準用する。この場合において

、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは「人事

委員会規則で定める額」と、「平成33年３月31日までの間」とあ

るのは「平成33年３月31日までの間（医療職給料表（三）の適用を

受ける職員で平成23年４月１日にその者の属する職務の級が４級

に降格した者のうち人事委員会規則で定めるもの（以下「平成23

年度格付職員」という。）にあっては、人事委員会規則で定める

期間）」と、「（零を上回るものに限る。）を給料として支給す

る。」とあるのは「（零を上回るものに限る。）（以下「減額後

の差額相当額」という。）を給料として支給する。この場合にお

いて、平成23年度格付職員に係る平成33年４月１日以降の減額後

の差額相当額は、その者が当該降格をした日の前日に属した職務

の級及び受けていた号給に対応する人事委員会で定める給料月額

とその者の受ける給料月額との差額（零を上回るものに限る。）

とする。」と読み替えるものとする。

３～５ ［略］

（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第11条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成27年宮崎県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

附 則

（施行日前の異動者の号給の調整）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に職務の級

を異にして異動した職員（職員の給与に関する条例（以下「職員

給与条例」という。）の適用を受ける職員に限る。以下同じ。）

及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給

については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等

をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において

、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことがで

きる。

（給料の切替えに伴う経過措置）

３ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で

、その者の受ける給料月額が施行日に第１条の規定による改正前

の職員給与条例の規定（附則第13項から第16項までの規定を除く

。）又は第４条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の規定を適用した場合にその者が受けることとな

る給料月額（当該給料月額に相当する額として人事委員会規則で

定める額を含む。）に達しないこととなるもの（人事委員会規則

で定める職員を除く。）には、当分の間、給料月額のほか、その

差額に相当する額を給料として支給する。ただし、差額に相当す

る額が、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例（平成17年宮崎県条例第76

号）附則第７条第１項（同条例附則第７条第２項及び第３項にお

いて準用する場合を含む。）の給料の額に達しない場合は、支給

しない。

４ 前項の規定は、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受け

る職員（同項の規定の適用を受ける職員を除く。）で、同項の規

定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められ

るものについて準用する。この場合において、同項中「施行日に

第１条の規定による改正前の職員給与条例の規定（附則第13項か

ら第16項までの規定を除く。）又は第４条の規定による改正前の

附 則

（施行日前の異動者の号給の調整）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に職務の級

を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職

員の施行日における号給については、その者が施行日において職

務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と

認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必

要な調整を行うことができる。

（給料の切替えに伴う経過措置）

３ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で

、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に

達しないこととなるもの（人事委員会規則で定める職員を除く。

）には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額（職

員の給与に関する条例（以下「職員給与条例」という。）附則第

13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、

当該額に 100分の99を乗じて得た額）を給料として支給する。た

だし、差額に相当する額が、職員の給与に関する条例及び一般職

の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例（平成

17年宮崎県条例第76号）附則第７条第１項（同条例附則第７条第

２項及び第３項において準用する場合を含む。）の給料の額に達

しない場合は、支給しない。

４ 前項の規定は、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受け

る職員（同日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員を除

く。）で、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必

要があると認められるものについて準用する。この場合において

、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「人

事委員会規則で定める額」と読み替えるものとする。
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一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用した場合

にその者が受けることとなる給料月額（当該給料月額に相当する

額として人事委員会規則で定める額を含む。）」とあるのは、「

人事委員会規則で定める額」と読み替えるものとする。

５ 附則第３項の規定は、施行日以降に新たに給料表の適用を受け

ることとなった職員で、任用の事情等を考慮して同項（前項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による給料を支給される職員

との権衡上必要があると認められるものについて準用する。この

場合において、附則第３項中「施行日に第１条の規定による改正

前の職員給与条例の規定（附則第13項から第16項までの規定を除

く。）又は第４条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採

用等に関する条例の規定を適用した場合にその者が受けることと

なる給料月額（当該給料月額に相当する額として人事委員会規則

で定める額を含む。）」とあるのは、「人事委員会規則で定める

額」と読み替えるものとする。

（平成28年３月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当

に関する特例）

９ 施行日から平成28年３月31日までの間における地域手当及び単

身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる第１条の規定に

よる改正後の職員給与条例の規定の適用については、これらの規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

５ 附則第３項の規定は、施行日以降に新たに給料表の適用を受け

ることとなった職員で、任用の事情等を考慮して同項（前項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による給料を支給される職員

との権衡上必要があると認められるものについて準用する。この

場合において、附則第３項中「同日において受けていた給料月額

」とあるのは、「人事委員会規則で定める額」と読み替えるもの

とする。

（平成30年３月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当

に関する特例）

９ 施行日から平成30年３月31日までの間における地域手当及び単

身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる職員給与条例の

規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

［略］［略］

第12条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

附 則

９ ［略］

附 則

（平成28年３月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当

に関する特例）

９ 施行日から平成28年３月31日までの間における地域手当及び単

身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる第１条の規定に

よる改正後の職員の給与に関する条例の規定の適用については、

これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

10 ［略］

100分の20を超えない範囲内で

人事委員会規則で定める割合

100分の20第５条の５第

２項第１号

100分の16を超えない範囲内で

人事委員会規則で定める割合

100分の16第５条の５第

２項第２号

100分の15を超えない範囲内で

人事委員会規則で定める割合

100分の15第５条の５第

２項第３号

100分の12を超えない範囲内で

人事委員会規則で定める割合

100分の12第５条の５第

２項第４号

100分の10を超えない範囲内で

人事委員会規則で定める割合

100分の10第５条の５第

２項第５号

100分の６を超えない範囲内で

人事委員会規則で定める割合

100分の６第５条の５第

２項第６号

100分の３を超えない範囲内で

人事委員会規則で定める割合

100分の３第５条の５第

２項第７号

100分の16を超えない範囲内で

人事委員会規則で定める割合

100分の16第５条の６

３万円を超えない範囲内で人事

委員会規則で定める額

３万円第５条の10第

２項
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附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条から第６条まで、第８条、第９条及び第12条の規定は、平成28年４月１

日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下「改正後の職員給与条例」という。）、第３条の規定による改正後の職員

の勤務時間、休日及び休暇に関する条例、第７条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下「改正後の任期

付職員条例」という。）、第10条の規定による改正後の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を

改正する条例（以下「改正後の平成17年改正条例」という。）及び第11条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例（以下「改正後の平成27年改正条例」という。）の規定は、平成27年４月１日から適用する。

（切替日前の異動者の号給の調整）

３ 平成27年４月１日（以下「切替日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替

日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度

において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（給与の内払）

４ 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の平成17年改正条例又は改正後の平成27年改正条例の規定を適用する場合に

おいては、第１条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第７条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条

例、第10条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例又は第11

条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給

与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の平成17年改正条例又は改正後の平成27年改正条例の規定による給与の内払とみなす。

（人事委員会規則への委任）

５ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
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